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 令和２年になり、当初は中国の武漢市で発生してい

た新型コロナウイルス感染症ですが、世界各地で感染

者が発生しています。 

日本も例外ではなく、海外から来られた外国人旅行

者、横浜港のクルーズ船での感染者、中国からの帰国

された現地在住者等から感染が拡がっていき、北海道

や大阪で集団感染も発生し、とうとう３月２日からは

小学校・中学校・特別支援学校の一斉休校となり、現

在も様々なところに影響を及ぼしています。 

全国手をつなぐ育成会連合会では、令和２年３月４

日に文部科学大臣宛に「新型コロナウイルス感染症へ

の対応に関する緊急要望」を提出しており、各地の育

成会ではそれぞれの教育委員会に対して要望活動を

行っています。 

大阪市育成会では、令和２年３月１２日（木）に大

阪市教育長宛に「新型コロナウィルス感染症の拡大防

止に向けた臨時休校措置等に関わる緊急要請」を提出

し、市域の障がいのある子どもたちの健康と安全、学

びの保障についてお願いをしてきました。 

 なお、提出した要請書については次のとおりです。 

【大阪市教育委員会にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 3月 12日  

大阪市教育委員会 

教育長 山本 晋次 様 

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会  

         理事長 小泉 いと子 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた 

臨時休校措置等に関わる緊急要請 

 

 このたびの新型コロナウイルス感染症の対策では、

拡大防止に向けてご尽力いただいていることに感謝

申しあげます。 

 国の方では、全国一律で３月２日から初等教育機関

ならびに中等教育機関に対して休校要請を行い、学

校、代替の受け入れ先となっている福祉関係機関なら

びに各家庭では日々困難に直面しています。 

 特に障がいのある児童ならびに生徒が在籍する支

援学級や支援学校では、本来であれば緩やかでかつ柔

軟な対応をお願いしたいところでしたが、その辺りの

考慮がなされていなかったこともあり、子どもたちは

日常生活にも影響を及ぼしかねない混乱に直面して

います。 

 障がいのある子どもたちは日中であっても何がし

かの支援が必要であり、保護者にとっては仕事を休ま 

ざるを得ない方、或いは保護者がサービス業等に従事 

している場合は休むことができず、兄弟姉妹だけで過

ごさざるを得ない方、また、預り先が見つからずやむ

なく障がいのある子どもが一人だけで留守番をして

いる状況もあります。 

 たとえ日中の預り先が見つかった場合でも、放課後

等児童デイサービス事業所や放課後児童クラブでは、 

大阪市手をつなぐ育成会 法人理念 

障がいのある人が 安心して 心豊かに すごせるように 

大阪市教育委員会へ「新型コロナウイルス感染症

の拡大防止に向けた臨時休校措置等に関わる緊急

要請」を行いました 

 


